	必要な書類等
	備考

	１　被災家屋等の解体及び撤去申請書（１号様式）
	市指定の様式

	２　申請者の印鑑登録証明書（原本）
　　※法人の場合は、印鑑証明書
	個人：印鑑登録証明書→登録している自治体
法人：印鑑登録証→法務局
※発行から３か月以内のもの

	３　申請者の本人確認書類（原本）
　※代理人の場合は、代理人の本人確認書類
　
	顔写真あり１種類：運転免許証，パスポート
個人カードなど
顔写真なし２種類：国民健康保険，健康保険，共済組合員証，国民年金手帳，その他写真なし
の官公庁発行の資格者証等

	４　被災家屋等の「罹災証明書」又は「被災証明
書」（写し）
	罹災証明書（住家）
被災証明書（空家・倉庫等）

	５　被災家屋等の配地図
	市指定の様式

	６　被災家屋等の状況写真
	４方向から撮影

	７　「固定資産評価証明書」（原本）
※被災家屋等が未登記の場合
※発行日から３か月以内のもの
	※解体する被災家屋等について全ての所有者を明らかにする必要があります。
※建物が未登記で「固定資産評価証明書」に解体する建物が記載されていない場合は、原則として土地の所有者をその建物の所有者とみなします。

	８　来庁者の印鑑
※書類に不備があった場合、訂正印が必要となりますのでご持参ください。
	


公費解体　必要書類等一覧





[bookmark: _Hlk211437246]●公費解体　場合によって追加で必要な書類
	代理人が申請する場合

	１　申請者からの委任状
	申請者の登録印が押印された所定の委任状



	被災家屋等が共有の場合

	１　被災建築物の解体及び撤去に係る同意書＜別途　様式①＞
	共有者全員分

	２　共有者の印鑑登録証明書（原本）
※共有者等全員分
	個人➡登録している自治体
法人➡法務局
※発行日から３か月以内のもの




	撤去工事にあたり隣接する他人の土地の使用が必要な場合

	１　被災建築物の解体及び撤去に係る同意書（隣接地権者：自己所有地内での作業を要する場合）＜別途　様式②＞
	使用する土地の所有者全員分



	建物登記に抵当権その他の権利登記がある場合

	１　被災建築物の解体及び撤去に係る同意書（被災建築物に関する権利）
＜別途　様式③＞
	抵当権の解除証明書等がある場合は不要
（解除証明書等はコピーを取りお返しします。）

	２　権利者の印鑑登録証明書（原本）

	権利者が法人でも印鑑証明書が必要です。
個人➡登録している自治体
法人➡法務局
※発行日から３か月以内のもの




	借家（アパート、貸家）等で入居者がいる場合

	１　被災建築物の解体及び撤去に係る同意書（借家等の居住者）＜別途　様式④＞
	賃借人全員分

	家屋等の所有者が亡くなっている場合（相続人が申請する場合）

	１　所有者の死亡と相続人全員分の続柄等関係や氏名がわかる戸籍謄本等（原本）
	※所有者の出生から死亡までの戸籍謄本及び必要に応じて相続人の戸籍謄本が必要になります。

	２　遺産分割協議書（写し）
	※相続人全員の登録員が押印されたもの
コピーを取り原本はお返しします。

	３　相続人全員の印鑑登録証明書（原本）
	登録している自治体
※発行日から３か月以内のもの

	４　相続関係図（任意様式）
	相続者全員が記載されたもの



	家屋等の所有者が亡くなっている場合（相続人が決まっていない場合）

	１　所有者の死亡と相続人全員分の続柄等関係や氏名がわかる戸籍謄本等（原本）
	※所有者の出生から死亡までの戸籍謄本及び必要に応じて相続人の戸籍謄本が必要になります。

	２　被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書（共有名義人・相続権者）
＜別途　様式①＞
	相続人全員分

	３　相続人全員の印鑑登録証明書（原本）
	登録している自治体
※発行日から３か月以内のもの

	４　相続関係図（任意様式）
	相続者全員が記載されたもの



	法人各を持つ中小企業者・公益法人等の場合

	１　商業・法人の登記事項証明書（原本）
	商業・法人の登記事項証明書の記載事項については、町が法務局に確認しますので提出不要です。


※個別の状況により、上記以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。


